
 

○千曲市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則 

平成17年３月25日 

規則第４号 

改正 平成20年８月26日規則第15号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、千曲市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17

年千曲市条例第３号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（指定管理者の申請） 

第２条 条例第２条の規定による申請は、千曲市公の施設の指定管理者の指定申請書

（様式第１号）によるものとする。 

２ 条例第２条第１号に規定する事業計画書は千曲市公の施設事業計画書（様式第２

号）に、同号に規定する収支予算書は千曲市公の施設の管理に関する業務の収支予算

書（様式第３号）によるものとする。 

（事業報告書） 

第３条 条例第４条に規定する事業報告書は、千曲市公の施設事業報告書（様式第４号）

によるものとする。 

（補則） 

第４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年８月26日規則第15号） 

この規則は、平成20年12月１日から施行する。 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


